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中間配当金支払いに関する取締役会決議中間配当金支払いに関する取締役会決議中間配当金支払いに関する取締役会決議中間配当金支払いに関する取締役会決議のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

 

 

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、２０２１年１１月１２日開催の当行取締役会において決議いたしました第２０８期

（２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日）の中間配当のお支払いについて、下記の

とおりお知らせいたします。 

敬 具 

記 

 

当行定款の規定に基づき、２０２１年９月３０日最終の株主名簿に記載または記録された株

主もしくは登録株式質権者に対し、次のとおり中間配当を支払う。 

 

１．中間配当金１．中間配当金１．中間配当金１．中間配当金                                １株につき１５１株につき１５１株につき１５１株につき１５円円円円    

２．効力発生日（支払開始日）２．効力発生日（支払開始日）２．効力発生日（支払開始日）２．効力発生日（支払開始日）    ２０２１年１２月３２０２１年１２月３２０２１年１２月３２０２１年１２月３日日日日    

以上 

 

 

中間配当金の支払いについて中間配当金の支払いについて中間配当金の支払いについて中間配当金の支払いについて    

    

中間配当金領収証等の送付ご案内は、１２月２日にお届ご住所あてお送り申し上げる予定で

ございます。 

 


